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地球温暖化対策計
1 指定地球温暖化対策事業者の概要

(1)指定地球温暖化対策事業者及び特定テナン ト等事業者の氏名

指 定地 球 温 暖化 対 策 事 業者
又は特定テナン ト等事業者の別

氏名 (法人にあつては名称 )

指定地球温暖化対策事業者 財団法人 癌研究会

(2)指定地球温暖化対策事業所の概要

事 業 所 の 名 称 財団法人 癌研究会

事 業 所 の 所 在 地 東京都江東区有明 3831

業

種
等

の
種

業事
業

分 類 番 号 P83 P医療_福祉 医療業

産業分類名 医療業

事業所
の種類

主た る用途 医療施設

建  物
(熱 供給

の 延 べ 面 積
事業所にあつては熱供給先面積 )

前年度末 74,105 ぷ 基準年度 74,105 ポ

用
途
別
内
訳

事 務 所 前年度末     〆 基準年度     ゴ

情 報 通 信 前年度末     ピ 基準年度     髯

放 送 局 前年度末     r 基準年度     ぷ

商 業 前年度末     ゴ 基準年度     」

宿 7自 前年度末     ぷ 基準年度     ぷ

教 育 前年度末     ぷ 基準年度     ピ

医 療 前年度末 56,545 ぷ 基準年度 56,545 ″

文 化 前年度末 10,442 ぷ 基準年度 lo,442 濯

物 流 前年度末     」 基準年度     ポ

駐 車 場 前年度末 7,118 ゴ 基準年度 7,118 ゴ

工場 そ の他 上記 以外 前年度末     ポ 基準年度     ポ

事 業 概 要

平成 17年 3月 竣工

病院棟 地上 12階 地下 2階
研究棟 地上 5階 地下 2階
寮棟  地上 9階

全 7 0床

敷 地 面 積 19,999  ぷ

2010/06/25

童
日



(3)担当部署

の
署画

瑯
計
担

名 称 事務局 企画総務部 企画総務課 環境 。施設サービスセンター

連
絡
先

電 話 番 号 Э3-3570-0400

ファクシミリ番 号 D3-3570-0202

電子メールアト
ヾ
レス kankyoushishetuscOml.jfcr.or.jp

公 表 の

担当部署

名 称 事務局 企画総務部 企画総務課

連
絡
先

電 話 番 号 )3-3570-0397

ファクシミリ番 号 D3-3570-0141

貿三■生メールアト
゛
レス kikakusOumuka@ml.jfcr.or.jp

(4)地球温暖化対策計画書の公表方法

公表方法

日 ホームページで公表 ア ドレス : http://www.jfcr.or.jp

□窓 口 で 閲 覧

閲覧場所

所在地 :

閲覧可能時間

□冊     子
冊子名 :

入手方法 :

□ そ  の  他

(5)指定年度等

指定地球温暖化対策事業所 2009    左1月乾
事 業 所 の

使用開始年月 日

◎平成18年 3月 31日 以前

特定地球温暖化対策事業所 2009    4「 月乾 。
政確

18年 4月 1日

:    年    月    日

2 地球温暖化の対策の推進に関する基本方針

「癌研究会はがん克服をもつて人類の福祉に貢献する」とい う基本理念のもと、高質な医療環境並びに国際的研

究環境の確保を前提 として、地球環境への負荷を軽減すべく無駄の無い設備・機器の稼動を図る。
転開院から5年 と熱源機器の更新時期は、まだ先であることから、現状設備での空調機や空調ポンプの運転最

化による省エネを図つていく。あわせて、職員への省エネ啓蒙活動による運用改善を一層強化 していく。

3 地球温暖化の対策の推進体制

統括管理者
企画総務部長

技術管理者

推進責任者
環境。施設サービスセンター長

事務局各部署
推進員

病院各部門
推進員

推進員
環境。施設サービスセンター主任



4 温室効果ガス排出量の削減 目標 (自 動車に係るものを除く。 )

(1)現在の削減計画期間の削減 目
国

間
計
期

2010 年度から  2014 年度まで

減
標

削
目

室

ス

温
ガ

定
果

特
効

空調機や空調ポンプの運転最適化等による省エネ対策の推進 と、職員への省
エネ啓蒙活動による運用改善の強化により総量削減義務率 (6%見込み)以上

の削減を目標 とする。

果

の
ス

効
外
ガ

艦
以
外

定

ス
室

特
ガ
温

節水コマ、節水シャワーを基準年度内に実施 している。使用者への節水啓蒙

により、水の使用量を削減することで、水道・下水道使用に伴 う温室効果ガ

スの削減を図る。

慟器
のＭ

基 準 排 出 量 11,319     
裏」F攣

炭素 削減義務

率の区分
I-2

排 出 上 限 量
(削減義務期間合計)

53,199     
裏」F酸

化炭素 減
率

鞘
務

平
義

6.0%

減(2)次 の削減計画期 間以降の削減 目標

画

間

計

期
2015 年度から  2019 年度まで

減
標

削

目

室

ス

温
ガ

定
果

特
効

空調設備等について老朽化 したものから順次効率を考慮 した設備に更新 して

次期計画期間の削減率達成を目標 とする。

果

の

ス

効

外

ガ
腱
以媒

定

ス
室

特
ガ
温

使用者への節水啓蒙により、水の使用量を削減することで、水道・下水道使

用に伴 う温室効果ガスの削減を図る。

5 温室効果ガス排出量 (自 動車に係るものを除く。 )

温室効果ガス排出量の推移 単位

特 定温 室効 果 ガ ス
(エネルギー起源C02)

二酸化炭素 (C02)

メ    タ    :
(     CH4     )

一 酸 化 二 窒 ラ

(   N20   )
ハイト

゛
ロフルオロカーホ

゛
じ

ハ ―゚フルオロカーホ
゛

(     PFC     )

六 ふ っ 化 い お う

(     SF6     )

(2)建物の延べ面積当たりの特定温室効果ガス年度排出量の状況    単 二 酸 年

2009   左
「

理軽 年度 年度 年度 年度

リ

ス
量

た
ガ当果出

積勤排
『卸度

延特年
141.7

年度排出量の状況 化炭素換算



◎ 翠

去 の実

編

排 出量

稽
基準年度 :( 2005年度、2006年度、2007年度 )

を
法

位単
方明

る
標

い

出排

用○

○そ   の   他 算定方法 :( )

6 総量削減義務に係る状況 (特定地球温暖化対策事業所に該当する場合のみ記載)

(1)基準排出量の算定方法

(3)削減義務率の区分

削減義務率の区分  I  I-2

(4)削減義務期間

2010  年度から  2014 年度まで

(6)年度ごとの状況 単位 :t(二酸化炭素換算)

空調設備に関して、外気温度を勘案 した冷水・温水供給温度のこまめな変更や空調機の吹き出し温度の変更な

ど最適運転を図つた効果により、特定温室効果ガスの排出量が減少 した。

(2)基準排出量の変更

変更年度 年 度 変更理由

変更年度 年度 変更理 由

変更年度 年度 変更理由

(5)優良特定地球温暖化対策事業所の認定

2010年度 2011年度 2012■
「

』虻 2013年度 2014年度

た
定れ婦

優

ヘ

こ
所

―
業

特
事

に
定

れ
認

優
へ の

Ｋ
所

の
業

秘
事

2010年度 2011左
「

理乾 2012左
「

月軽 2013年度 2014年度
務
計

二我
△
口

減
間

削
期

決
定

及
び
予
定

の
量

基 準 排 出 量
(A)

11,319 11,319 11,319 11,319 11,319 56, 595

削 減 義 務 率

(B)
6.0% 6.0% 6.0% 6.0% 6.0%

量
＞

限

Ａ・Ｄ

上

Σ

出

Ｃ〓

ツ

53,199

亘塁
由リ

務
蘇

義
Ж

減

〓

削
①

3,396

実

績

特 定温 室効 果
ガス排 出量 (E)

量
＞

減

・Ｅ

肖

Ａ

出

Ｆ〓

υ

(7)特定温室効果ガスの排出量の増減に影響を及ぼす要因の分析
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8 事業者 として実施 した対策の内容及び対策実施状況に関する自己評価 (自 動車に係るものを除く。 )

癌研究会は病院及び研究所からなる財団として、高度な医療や国際的な癌研究で社会に貢献している。高質な

医療環境並びに国際的研究環境の確保を前提 として、地球環境への負荷を軽減すべく無駄の無い設備・機器の稼
動を図るとともに、省エネヘの啓発活動を実践 している。

1.省エネ対策
移転開院から5年 と熱源機器の更新時期は、まだ先であることから、現状設備での空調機や空調ポンプの運転最

適化による省エネを図つている。2009年度は冷温水供給温度の変更や空調機パラメータの設定などのチューニン

グを実施 し、大きな効果が出た。

2.啓蒙活動
省エネ委員会を設置 しており、定期的に委員会を開催 して、省エネ対策の進捗状況や今後の対策について検討

を行つている。また、職員のみならず、来院される方々へも当院の省エネ対策にご理解、ご協力いただけるよう

各種掲示を行つている。



9 自動車に係る地球温暖化の対策

(1)自 動車を自ら使用する場合の地球温暖化の対策

対策内容 l最小限の使用に限定し、使用時にはエコ ドライブやアイ ドリングス トップを実施する。

他者の自動車を利用する場合の地球温暖化の対策
基本方針

基本方針 :エ コ ドライブやアイ ドリングス トップをを依頼する。

＞

ァ

イ 他者の 自動車を利用す る場合の地球温暖化の対

コ自らの貨物等の搬入のため他者の自動車を利用しているとき。

コ施設利用者等の貨物等の搬入等のため指定地球温暖化対策事業者以外の者の自動車を利用し
ているとき。

取組状況

実
施
中

今
後
実
施

検
討
中

実
施

し
な

い

該
当

し
な

い

氏公害・低燃費車等
の利用割合の向上

低公害・低燃費車の利用割合の向土

○施設利用者等が貨物の搬入を行 う際、または委託業者が貨物の搬入を行

う際には、環境負荷の大きな自動車の利用を控えるように働きかけを行

う。

環境負荷の大きな自動車の利用抑制

○施設利用者等が貨物の搬入を行 う際、または委託業者が貨物の搬入を行

う際には、環境負荷の大きな自動車の利用を控えるように働きかけを行

う。

物流効率化の推進に
よる交通量の抑制

納品回数の削減対策を実施 している。 ○

エコ ドライブの推進 納入業者に対 してエコ ドライブの推進を働きかける。 ○

体制の整備
社員および施設利用者等に物流の効率化、エコドライブの推進等に関わ
る働きかけを行 う。

○

貨物輸送以外の自動
車交通量対策

通勤者には公共交通での通勤を励行 している。 ○

事業所に搬入される貨物等1ト ンキロ当たりの二酸化炭素 (C02)ツト出量      kg/t・ km


